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指
定
工
事
業
者
の
許
可

に
つ
い
て

 　

町
で
は
、
次
の
と
お
り
排
水
指
定

工
事
業
者
の
許
可
を
行
い
ま
し
た
。

▼  

会
社
名
／
㈲
丸
高
産
業

▼ 

住
所
／

別
原
野
43
線
西
36
番
地

４
▼ 

指
定
内
容
／
排
水
設
備
工
事
指
定

店（
下
水
道
）

❑ 

問
い
合
わ
せ
先
／
役
場
水
道
課
下

水
道
係
☎
４
８
２
‐
２
９
４
２（
課

直
通
）ま
で
。

町
民
農
園
の
利
用
者
を

募
集
し
ま
す

　

５
月
中
旬
か
ら「
町
民
農
園
」が
オ

ー
プ
ン
し
ま
す
。今
年
も
、た
く
さ
ん

の
皆
さ
ん
の
交
流
の
場
と
し
て
利
用

い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

気
軽
に
野
菜
や
小
果
樹
、
花
な
ど
を

栽
培
し
て
、
農
作
業
と
収
穫
の
喜
び

を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼ 

所
在
地
／
摩
周
３
丁
目
４
８
８
‐
８

▼ 

区
画
面
積
／
１
区
画
１
０
０
平
方

㍍（
約
80
区
画
）

▼ 

使
用
期
間
／
５
月
中
旬
〜
10
月
下

旬
▼
使
用
料
／
１
区
画
３
千
円（
年
間
）

▼ 

対
象
／
定
期
的
に
農
園
を
使
用
・

管
理
で
き
る
方
。

▼ 

募
集
期
間
／
４
月
１
日
㈭
〜
４
月

28
日
㈬

▼ 

申
し
込
み
方
法
／
役
場
農
林
課
・

川
湯
支
所
に
あ
る
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
、
農
林
課
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

❑ 

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
／
役

場
農
林
課
農
政
係
☎
４
８
２
‐
２

　

９
３
６（
課
直
通
）ま
で
。

町
税
な
ど
が
郵
便
局
で

納
付
で
き
ま
す

　

４
月
１
日
か
ら
、
町
税
や
使
用
料

な
ど
が
、道
内
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵

便
局
で
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。納
付
可
能
な
税
や
使
用
料
な

ど
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

▼
町
税

　
 

特
別
徴
収
町
民
税
／
町
・
道
民

税
／
固
定
資
産
税
／
軽
自
動
車

税
／
国
民
健
康
保
険
税

▼
保
険
料

　

 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
／
介
護

保
険
料

▼
使
用
料
な
ど

　

 

町
営
住
宅
使
用
料
／
教
員
住
宅
使
用

料
／
町
職
員
住
宅
使
用
料
／
保
育

料
／
ウ
タ
リ
住
宅
貸
付
金
／
老
人
保

護
措
置
費
徴
収
金
／
公
共
下
水
道
受

益
者
負
担
金
／
上
下
水
道
使
用
料
／

農
業
用
水
道
使
用
料
／
温
泉
使
用
料

※ 

納
付
で
き
る
の
は
、
平
成
22
年
４

月
以
降
に
発
付
さ
れ
る
通
知
書
の

み
で
す
。平
成
21
年
度
以
前
分
の

納
付
書
で
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
の

で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

❑�

問
い
合
わ
せ
先
／
役
場
税
務
課
納

税
係
☎
４
８
２
‐
２
９
１
４（
課
直

通
）ま
で
。

自
販
機
設
置
業
者
を
募

集
し
ま
す

　

釧
路
広
域
連
合
で
は
、
５
月
中
旬

オ
ー
プ
ン
予
定
の「
釧
路
広
域
連
合

高
山
の
森
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
」に
設

置
す
る
清
涼
飲
料
自
動
販
売
機
の
設

置
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

▼ 

設
置
場
所
・
台
数
／
釧
路
市
高
山

30
番
地
１
・
２
台（
２
社
）

▼ 
設
置
期
間
／
５
月
中
旬
〜
11
月
初

旬（
予
定
）

 

❑�

問
い
合
わ
せ
先
／
釧
路
広
域
連
合

☎
０
１
５
４

２
０
０
２
ま
で
。

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦

覧
帳
簿
の
縦
覧
実
施

　

平
成
22
年
度
土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。縦

覧
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、期
間
厳
守
の

上
、税
務
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で
き
る
の
は
、

本
人
か
委
任
状
を
お
持
ち
の
代
理
人

の
方
に
限
り
ま
す
。縦
覧
さ
れ
る
方

を
確
認
で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
な

ど
）と
、印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

▼ 

期
間
／
４
月
１
日
㈭
〜
５
月
31
日

㈪（
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）の

８
時
45
分
〜
17
時
30
分

▼
場
所
／
役
場
税
務
課

❑�

問
い
合
わ
せ
先
／
役
場
税
務
課
課

税
係
☎
４
８
２
‐
２
９
１
４（
課
直

通
）ま
で
。

た
つ
じ
ん
の
配
布
は
今

年
は
行
い
ま
せ
ん

　

毎
年
、
広
報
て
し
か
が
４
月
号
と

一
緒
に
配
布
し
て
い
た「
て
し
か
が

の『
ご
み
の
分
け
方
・
出
し
方
辞
典
』た

つ
じ
ん
」で
す
が
、ご
み
の
分
別
方
法

に
変
更
が
な
い
こ
と
か
ら
、
今
年
は

あ
ら
た
め
て
配
布
は
行
い
ま
せ
ん
。

昨
年
配
布
さ
れ
た「
た
つ
じ
ん
」を
、引

き
続
き
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

新
た
に
町
に
転
入
さ
れ
た
方
や
、

紛
失
さ
れ
た
方
な
ど
に
は
お
渡
し
し

ま
す
の
で
、
町
民
課
衛
生
係
に
お
申

し
出
く
だ
さ
い
。

　
「
ご
み
収
集
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
配
布

し
ま
す
。皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ご
み
の
分
別
な
ど
に
つ
い
て
ご
不

明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

❑ 

問
い
合
わ
せ
先
／
役
場
町
民
課
衛

生
係
☎
４
８
２
‐
２
９
３
４（
課
直

通
）ま
で
。

憲
法
週
間
に
ち
な
み
無

料
法
律
相
談
を
実
施

　

憲
法
週
間
に
ち
な
み
、
無
料
法
律

相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

▼  

主
催
／
釧
路
地
方
・
家
庭
裁
判
所
、

釧
路
地
方
検
察
庁
、
釧
路
地
方
法

務
局
、釧
路
弁
護
士
会
、法
テ
ラ
ス

釧
路

▼ 

日
時
／
５
月
７
日
㈮　

10
時
〜
15

時
▼ 

場
所
／
ま
な
ぼ
っ
と
市
民
展
示
ホ

ー
ル（
釧
路
市
幣
舞
町　

生
涯
学
習

セ
ン
タ
ー
１
階
）

▼ 

内
容
／
釧
路
弁
護
士
会
所
属
弁
護

士
に
よ
る
民
事
一
般
、交
通
事
故
、

家
事
関
係
な
ど
の
法
律
相
談
。

▼
定
員
／
70
人

※ 

事
前
の
予
約
が
必
要
で
す
。受
け
付

け
状
況
に
よ
っ
て
は
、当
日
９
時
30

分
か
ら
会
場
で
も
受
け
付
け
を
行

い
ま
す
が
、予
約
さ
れ
た
方
を
優
先

し
ま
す
の
で
、ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼ 

予
約
受
付
期
間
／
４
月
１
日
㈭
〜

５
月
６
日
㈭（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
）の
８
時
30
分
〜
17
時
に
、

�今月の休館日
　（�１、２、５、６、11、

12、13、19、20、26、
27日）

10時～17時（水・木・土・日）
10時～20時（金）

休館日 開館時間

利用料
�小・中・高校生／無料
一般／520円（税込み）

毎月第２・４土曜日は
無料開放日！

 　　　　川湯屋内プールのお知らせ
�　　　　　　　　　☎４８３ー２０７２
４月

（広告）

　☆３日／ふきのとう　ほか２冊

　☆10日／これは おひさま　ほか２冊

　☆17日／おさんぽ いくよ　ほか２冊

　☆24日／たんぽぽ　ほか２冊

テーマ『春の草花』

○時間／午後１時〜　　○場所／弟子屈町図書館

おはなしはらっぱは毎週土曜日午後１時！ みんな集まれ！

おはなしはらっぱ ４月

背泳ぎ教室（一般成人）
　◇日時／３、10、17、24日�　　　　　14時～14時45分

がんばれ水泳教室（25メートル泳げる成人）
　◇日時／⑦、９、⑭、16、、23、、30日
                                    14時～14時45分
　　　※○は送迎バスあり（13時10分　公民館前発）

水中運動教室（一般成人）
　◇日時／８、15、22、29日　　　　　�14時～14時45分
　　　※すべて送迎バスあり（13時10分　公民館前発）

初心者水泳教室（一般成人）
　◇日時／４、18、25日　　　　　　　�14時～14時45分

水中ジョギング教室（一般成人）
　◇日時／７、14、21、28日　　　�10時30分～11時15分
　　　　　９、16、23、30日　　　　　�19時～19時45分

フリー教室（幼児・小学生教室参加の保護者）
　◇日時／10、17、18、24、25日　　　�10時～11時30分

幼児水泳教室（幼児４～５歳）
　◇日時／10、17、18、24、25日　　　�10時～10時40分

小学生水泳教室（初めて水泳を習う小学生）
　◇日時／10、17、18、24、25日　�10時45分～11時30分

選手コース（摩周スイミングスクール所属）
　◇日時／�３、４、７、８、９、10、14、15、16、17、

18、21、22、23、24、25、28、29、30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�15時～17時

電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

❑�

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
／
釧
路
地

方
裁
判
所
事
務
局
総
務
課
庶
務
係

☎
０
１
５
４

４
１
７
１
内
線
５

　

３
７
ま
で
。

転
居
届
は
忘
れ
ず
に
出

し
て
く
だ
さ
い

　

４
月
は
就
職
・
進
学
・
転
勤
な
ど
の

シ
ー
ズ
ン
で
す
。お
引
っ
越
し
の
際

に
は
、
お
近
く
の
郵
便
局
に「
転
居

届
」を
出
し
て
お
く
だ
け
で
、
１
年

間
、
旧
住
所
あ
て
の
郵
便
物
を
新
住

所
に
無
料
で
転
送
し
ま
す
の
で
、
お

忘
れ
の
な
い
よ
う
お
届
け
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、郵
便
局
で
は
、皆
さ
ん
の
大

４月　アリーナ町民開放日

文化センターガイド

◎〜全面　　休〜休館日
（時間帯は18：00〜21：00です）

問い合わせ先
釧路圏摩周観光文化センター　☎482-1811

釧路北陽高校宿泊研修

今月の主な行事予定
10日

14・15日
広島県呉港高校修学旅行
釧路港南高校宿泊研修

19日
釧路湖陵高校宿泊研修22日

27日 中標津高校宿泊研修
釧路武修館高校宿泊研修26日

23・24日 網走南ヶ丘高校宿泊研修

日

日
区�

分

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15

18 20 21 22 24 25 26 27 28 29

火 水 日土金 火 水月土金 木

日金 月 火 木水 月 火 木水日土金 金土
19

区�

分
月木 木

16 17 23 30

休休

休 休◎ ◎

休◎◎

日
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住宅相談窓口を開設
　町では「住宅相談窓口」を開設しています。
　これから住宅を建てたい方や、現在お住まいの住宅の増改築や
リフォームをお考えの方などへのアドバイスなど、有資格者がさ
まざまな相談に対応します。
　また近年、悪質なリフォーム業者による被害が相次ぎ、弟子屈
町も例外ではない状況にあります。
　皆さんと、皆さんの大切な財産である住宅を被害から守るため
にも、ぜひ相談窓口をご利用ください。

▶受け付け／８時45分～17時30分（土・日曜日、祝日を除く）
▶場所／役場庁舎　中２階　住宅相談室
※ 建築担当職員が不在の場合もありますので、事前に電話などで

ご連絡ください。日程の調整を図り、対応させていただきます。

❑ 問い合わせ先
　役場建設課建築係☎４８２‐２９４１（課直通）まで。

寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た

❑
弟
子
屈
町
教
頭
会

　
　

会
長　

花　

田　

正　

弘　

様

　

▼
現
金　

５
万
円 

　

 

弟
子
屈
中
学
校
改
築
の
た
め
に
使

用
願
い
た
い
。

❑
弟
子
屈
町
校
長
会

　
　

会
長　

田　

畑　

農　

人　

様

　

▼
現
金　

10
万
円 

　

 

弟
子
屈
中
学
校
改
築
の
た
め
に
使

用
願
い
た
い
。

公募対象住宅一覧表
月額住宅料建設年度 規　模 戸　数 備　考団　地　名　・　構　造

注１　※印の団地は、管理費が毎月200～3,000円程度かかります。（団地によって異なります）
注２　場合によっては募集内容を変更することがありますので、あらかじめご了承願います。

　役場では、次の期間で町営住宅入居者を募集します。入居者は、条件を備えている方から、困窮度などに応じて
決定します。
▶受付期間／４月２日㈮〜４月９日㈮（土・日曜日を除く）
▶受付窓口／役場建設課管理係・川湯支所
▶入居時期／４月下旬〜５月上旬の予定
▶入居敷金／住宅料（月額）の３倍の額（緑団地単身者用は住宅料の２倍の額）
※�入居要件、入居基準など、詳しくはお問い合わせください。
※�入居しようとする方、同居しようとする親族などが暴力団員である場合は、入居が認められません。
❑問い合わせ先／役場建設課管理係☎４８２‐２９４１（課直通）まで。

入居者を募集します町 宅住営

30,000円Ｈ６ １ＤＫ １ 47.40㎡（２階）※緑団地単身者用（中層耐火３階建）

切
な
郵
便
物
を
確
実
に
お
届
け
す
る

た
め
、
転
居
届
に
つ
い
て
ご
本
人
の

確
認
な
ど
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。詳
し
く
は
、お
近
く
の
郵
便
局

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

❑�

問
い
合
わ
せ
先
／
弟
子
屈
郵
便
局

☎
４
８
２
‐
２
４
４
０
ま
で
。

法
テ
ラ
ス
の
日
無
料
法

律
相
談
所
を
開
設

　

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー（
法
テ

ラ
ス
）で
は
、毎
年
４
月
10
日
を
法
テ

ラ
ス
の
日
と
し
て
い
ま
す
。法
テ
ラ

ス
の
日
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、

無
料
法
律
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

▼ 

名
称
／
法
テ
ラ
ス
の
日
無
料
法
律

相
談
所

▼ 

日
時
／
４
月
９
日
㈮　

13
時
〜
16

時
▼ 

場
所
／
イ
オ
ン
釧
路
昭
和
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
２
階
イ
オ
ン
ホ

ー
ル

▼ 

相
談
員
／
釧
路
弁
護
士
会
所
属
弁

護
士
・
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

釧
路
地
方
事
務
所
常
勤
弁
護
士
・

釧
路
司
法
書
士
会
所
属
司
法
書
士

▼
定
員
／
30
人（
先
着
順
）

※ 

相
談
時
間
は
１
人
30
分
程
度
。

▼ 

受
け
付
け
方
法
／
事
前
予
約
が
必

要
で
す
の
で
、
電
話
で
予
約
し
て

く
だ
さ
い
。

❑ 
予
約
・
問
い
合
わ
せ
先
／
日
本
司

法
支
援
セ
ン
タ
ー
釧
路
地
方
事
務

所（
法
テ
ラ
ス
釧
路
）☎
０
５
０
‐

３
３
８
３
‐
５
５
６
７
ま
で
。

山
菜
採
り
の
際
は
次
の

こ
と
に
気
を
付
け
て

▼
山
菜
採
り
の
心
構
え

① 

家
族
に
行
き
先
と
帰
宅
時
間
を
知

４月１日から釧路支庁は

「釧路総合振興局」
に変わりました

　これからの地域づくりを担う道の総合出先
機関として、釧路支庁は『釧路総合振興局』に名
称を変え、新たな一歩を踏み出しました。これ
からも市町村と連携協力し、地域振興や産業振
興に取り組みます。所在地は変わりません。
　詳しくは道のホームページをご覧ください。
❑�問い合わせ先／釧路総合振興局地域政策課
☎０１５４９１４８

　 URL http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/
cks/shichou/shichoutop.htm

ご遺影写真 撮影予約 承ります
ご自身とご家族のために

お元気なうちに『ご遺影写真』を
撮影しませんか。

ご自宅まで撮影にお伺いします。
最近のデジタルカメラのプリントからの遺影写真の複写は、プリン
ターのインクの走査線のために、できにくくなります。

　今月の町税などの納期限は次のとおりです。納
め忘れのないようにしましょう。
▶軽自動車税　　　　　　　　　４月30日㈮

４月の町税などの納期限

夜間納税窓口開設のお知らせ
　日中、仕事などで役場に来られない方々のため
に、次の日程で『夜間納税窓口』を開設します。ぜ
ひ、ご利用ください。
▶開設日／４月14日㈬・４月28日㈬
▶開設時間／午後８時まで
▶開設場所／役場庁舎・川湯支所
❑�問い合わせ先／役場税務課
　☎４８２‐２９１４（課直通）まで。

（広告）

（広告）

出生・死亡・死産・婚姻・離婚の
届け出をされる方は職業の記入を

　国勢調査が行われる年に「出生」「死亡」「死産」「婚姻」「離婚」の届け出
をされる方は、届け書に職業の記入が必要です。死亡届の場合は、産業の
記入も必要です。
　対象となる方は、ご協力をお願いします。

▼調査期間／４月１日㈭～平成23年３月31日㈭

▼対象者／出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届け出をされる方

▼記入例／教師・看護師など→「技術・専門職」
　　　　　小売店主・販売店員など→「販売職」
※ 職業・産業の一覧表は、町民課の窓口に備え付けています。記入する職
業・産業がご不明な場合は、お問い合わせください。

❑�問い合わせ先／役場町民課住民係☎４８２‐２９３４（課直通）まで。

24,000〜35,800円Ｈ17 ２ＬＤＫ １ 68.00㎡新泉ヶ丘団地（木造平屋建）
15,100〜22,600円Ｓ52 ３ＤＫ １ 61.13㎡（４階）※みはらし台団地（中層耐火４階建）
15,100〜22,500円Ｓ53 ３ＤＫ １ 59.92㎡（３階）※みはらし台団地（中層耐火４階建）
12,300〜18,300円Ｓ56 ３ＤＫ １ 63.71㎡南弟子屈団地（簡易耐火平屋建）
3,800〜 5,700円Ｓ42 ２ＤＫ １ 33.80㎡川湯駅前団地（簡易耐火平屋建）

ら
せ
る
。

② 

単
独
で
の
入
山
を
避
け
、
２
人
以

上
で
声
を
掛
け
合
い
、
位
置
を
確

認
す
る
。

③ 

服
装
は
目
立
つ
色（
白
や
黄
色
、蛍

光
色
な
ど
）に
す
る
。

④ 

携
帯
電
話
や
非
常
食（
あ
め
や
チ

ョ
コ
レ
ー
ト
、ビ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
）、

ク
マ
よ
け
の
た
め
の
鈴
、笛
、ラ
ジ

オ
な
ど
を
携
行
す
る
。

⑤ 

迷
っ
た
と
き
に
は
無
理
を
せ
ず
、

落
ち
着
い
て
行
動
す
る
。

▼
ヒ
グ
マ
に
注
意

 

入
山
前
に
は
ク
マ
の
出
没
情
報
に

気
を
付
け
る
。

 「
ク
マ
出
没
注
意
」の
看
板
が
あ
る

場
所
に
は
入
ら
な
い
。

 

鈴
や
ラ
ジ
オ
な
ど
で
音
を
立
て
る
。

 

ク
マ
の
足
跡
や
フ
ン
を
見
た
と
き

は
、す
ぐ
に
引
き
返
す
。

❑� 

問
い
合
わ
せ
先
／
釧
路
支
庁
地
域

振
興
部
環
境
生
活
課
☎
０
１
５
４


９
１
５
１（
直
通
）ま
で
。


